
  消防団充実強化に係る取組事例 

NO. ２７－１ 分野 
５．その他 

（１）消防団応援の店 
作成年月 令和元年８月 

地方公共団体名 大阪府 八尾市 担当課 警防課 

連絡先 
Tel    ０７２－９９２－２５４６ 

E-mail keibouka@city.yao.osaka.jp 

タイトル 消防団サポート制度 

取組の概要  

 

消防団サポート制度は、地域力の向上を目的として、八尾市に存在する事業所

又は店舗等が八尾市消防団員に対して積極的に協力又は一定のサービス等を提

供し、八尾市消防団を応援する制度です。        

八尾市は、平成２８年４月１日から取り組んでいます。 

 

 

 

 

        サポート制度カード             サポート事業所表示証    

 

その他参考情報  

○http:// www.city.yao.osaka.jp/0000034332.html 

〇別紙 参照 
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 消防団は火災や水害などの災害時に活動する、地域の防災上重要な組織です。 

 しかし、近年では団員の減少が続いているため、八尾市の防災力を維持するために、消

防団活動のアピールと団員の確保が重要な課題となっています。 

 そこで、「自分たちのまちを自分たちで守る」ため、八尾市全体で消防団をサポートす

る体制を作り、災害に強いまちづくりをめざす「消防団サポート事業」を開始します。 

 「消防団サポート事業」とは、八尾市内の事業所の皆様に「消防団サポート事業所」と

して登録していただき、消防団をいろいろな方法で応援してもらうことで消防団員の確保

とサポート事業所のイメージアップを図り、地域と消防団を活性化させる取り組みです。 

 

 

サポート事業所 

八尾市消防本部 

登録申請 

表示証交付 

市 民 消防団員 

ホームページ等 
での広報 

地域に貢献 

消防団入団 

イメージ 
の向上 

消防団の 
認知度向上 

集客効果 
（サポート制度カード提

示） 

優遇措置 
（サービス） 

ポスターの掲示 

ポイントの追加 

料金の○％割引 

○○をサービス 

優遇措置の例 

 
商店 
電気店 
飲食店 
ガソリンスタンド 
農園 
自動車整備工場 など 

ご協力を 
お願いします！  

市内の事業所 
 



八尾市消防団サポート事業の手続き

事業所 •『登録届出書』を消防本部へ提出

八尾市

消防本部
•『サポート事業所 表示証』を交付

事業所 •店頭等に

•『表示証』を掲示

・商品代金、利用料金の○○パーセント割引
・利用時に○○をサービス
・○○ポイント割増、ポイント○倍贈呈
・特別な特典がなくても、消防団事業に関する

ポスターを積極的に掲示していただく等でも
結構です

優遇措置例

サポートを受ける
ときはサポート制
度カードを提示し
ます！

お問い合わせ先
〒5８１-0０１７

八尾市高美町５－３－４
八尾市消防本部 警防課
TEL：072-992-2546
FAX：072-992-7722

サポート制度
カード


